
教卓

1列目

2列目

3列目

4列目

5列目

6列目

7列目

8列目

9列目

10列目

出入口

地域学　グループワーク座席表

１Ｇ

２Ｇ

３Ｇ

４Ｇ

５Ｇ

６Ｇ

７Ｇ

８Ｇ

９Ｇ

10Ｇ



１Ｇ 小澤 田所 佐川 佐藤

２Ｇ 開原 新堀 海老根 青木(琴)

３Ｇ 菊池(都) 小林 志賀(結) 掛巣

４Ｇ 黒澤 曾澤 落合 荒井

５Ｇ 小松﨑 宮本 堀江(真) 根本

６Ｇ 島﨑 澁原 菊池(心) 堀江(乃)

７Ｇ 寺門 朝妻 柴田 内田

８Ｇ 青木(日) 菊地(菜) 五来 志賀(ほ)

９Ｇ 小野瀬 若林 飛田 中武

10Ｇ 君山 足立 菊池(香) 柳橋

１Ｇ 宮本 朝妻 中武 菊池(心)

２Ｇ 若林 柴田 菊池(都) 根本

３Ｇ 黒澤 小野瀬 新堀 柳橋

４Ｇ 佐川 小林 青木(日) 堀江(真)

５Ｇ 足立 開原 小松﨑 堀江(乃)

６Ｇ 曾澤 澁原 志賀(ほ) 菊池(香)

７Ｇ 田所 海老根 内田 掛巣

８Ｇ 五来 落合 青木(琴) 小澤

９Ｇ 島﨑 菊地(菜) 荒井 飛田

10Ｇ 志賀(結) 寺門 君山 佐藤

１Ｇ 柳橋 五来 菊池(都) 内田

２Ｇ 志賀(ほ) 飛田 田所 足立

３Ｇ 佐藤 小松﨑 小野瀬 菊地(菜)

４Ｇ 堀江(乃) 菊池(香) 小澤 宮本

５Ｇ 中武 堀江(真) 澁原 君山

６Ｇ 青木(琴) 島﨑 黒澤 志賀(結)

７Ｇ 掛巣 菊池(心) 寺門 若林

８Ｇ 根本 青木(日) 開原 曾澤

９Ｇ 落合 柴田 小林 新堀

10Ｇ 荒井 海老根 朝妻 佐川

１回目 グループメンバー

２回目 グループメンバー

３回目 グループメンバー

地域学
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県北地域 

県央地域 

県西地域 

県南地域 

鹿行地域 

 

 

 

 



 

【二次保健医療圏】 

地理的条件等の自然的条件や日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮

して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療（特殊な診断又は治療を必

要とする医療を除く。）を提供する体制の確保を図る区域であり、医療法第 30 条の 4 第 2 項

第 14号の区域に相当します。 

本県では、自然的条件や次に掲げる社会的条件等を考慮して、主として病院及び診療所の

病床の整備を図る地域的単位として、次表及び別図のとおり二次保健医療圏を設定します。 

 


